
○　目的

○事業イメージ

担当所属名 市民部　市民参画課 直通電話番号 64 － 1314

　ウィズコロナのもと、新たな暮らしのスタイルの確立と、区・自治会
運営の効率化・負担軽減を図ることを目的にデジタル化を推進するため
のモデル事業の実施を希望する区・自治会に財政的支援を行う。（500千
円×6区・自治会）
　事業実施後は、効果検証を行い他団体における今後のデジタル化推進
のための参考とする。

（例）
・オンライン会議のためのハードウエア購入等費用
・電子回覧板等のためのアプリ導入費用
・公民館のスマートロック導入費用　など

補助率　１０／１０
事業内容

予算額 3,000 千円 新規・拡充
継続の別 新規

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 区・自治会デジタル化推進モデル事業



○　目的

○　事業概要
１-1　コミュニティカフェの運営
　

１-2　まちライブラリーの運営
　

１-3　ワークショップ等開催事業
　

2　まちづくり協議会の拠点機能の設置

3　デジタル化対応
施設の貸館事業について、使用料のキャッシュレス決済、オンライン
による施設予約機能の実証実験的な導入を検討。導入する場合は、安
全性やデジタル格差に留意しながら、丁寧に進める。

施設１階に設置するコミュニティカフェについて、市民等から運営
パートナーを募り、来館者へ喫茶等の提供と交流を図る。

施設１階に本棚を設置し、市民等から寄贈本を募り、来館者が利用し
た際に読後の感想を書くなど、本を通じた交流を促進する。

拡充千円28,539

南部まちづくりセンター地域力創造事業

新規・拡充
継続の別

令和４年度　当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号 64市民部　市民参画課

予算額

事業名

事業内容

1314

１　南部まちづくりセンター（旧南都銀行三山木出張所）において、コ
ミュニティカフェやまちライブラリーの運営、ワークショップの開催な
どにより、地域住民の交流を促進するとともに、市民協働により施設の
魅力を高め、まちのにぎわいを創造する。
２　まちづくり協議会の設立に向けた事務局の拠点機能を確保し、南部
地域における市民協働を推進する。
３　貸館事業にあたっては、キャッシュレス決済やオンラインによる施
設予約など、実証実験的に、デジタル化に対応したサービスの導入を検
討し、利用者の利便性の向上と事務の効率化を図る。

施設１階の交流・イベントスペースに設置する家具のＤＩＴ（D0 It
Together）や、施設の愛称・ロゴを決めるワークショップをはじめと
して、定期的にイベントを開催し、施設への関心を高め愛着を育む。

－

施設内に事務室を設置し、市南部地域のまちづくり協議会の設立に向
けた活動を行うための拠点として活用できるよう支援する。



○　目的

○　事業概要
①名称（場所）

②開設頻度
　 週２日から３日

③支援対象

④支援内容

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 （仮称）京田辺市市民協働支援拠点設置事業

予算額 3,945 千円 新規・拡充
継続の別 新規

事業内容

（仮称）京田辺市市民協働支援拠点（京田辺市立南部まちづくりセンター
内）

本市を範囲として、自主的かつ自発的に公共公益的な活動を行う市民活動
団体、今後、市民活動団体を設立しようと試みる個人及び団体、区・自治
会、まちづくり協議会設立に向けた準備組織など

団体に関する各種相談（組織化・活動の活性化等に関する相談、補助金、
規約作成、会計処理、法人化等に関する相談など）、団体に関する情報収
集及び情報発信、他の団体の活動とのマッチングなど

　京田辺市を範囲として公共公益的な活動を行う市民活動団体、区・自
治会活動、まちづくり協議会設立に向けた取組みへのサポートその他の
中間支援を行うことで、市民協働によるまちづくりを推進する。

担当所属名 市民部　市民参画課 直通電話番号 64 － 1314



○　目的

○　事業概要

担当所属名 市民部　人権啓発推進課 直通電話番号 64 － 1336

　法律的な問題を抱えている市内在住・在勤の方を対象に、弁護士によ
る助言を行う。

　回　　数：月２回（第１・第３水曜日）実施
　定　　員：１回につき、６名（１人３０分。年間１４４名）
　開催場所：京田辺市役所４Ｆ　市民相談室
　予約申込：６２－４３４３

事業内容

予算額 1,215 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 無料法律相談事業



○　目的

○　事業概要

担当所属名 市民部　人権啓発推進課 直通電話番号 64 － 1336

　第３次京田辺市男女共同参画計画に基づき、広く男女共同参画の意識
啓発を行うととともに、さまざまな対象に向けた講座等を行うことによ
り、各家庭・地域・学校・職場における男女共同参画の取組を促進し、
男女共同参画社会の形成をめざす。

(1)京たなべ男女共同参画週間事業　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　6月の「男女共同参画週間」に合わせ、男女共同参画をテーマとした
フォーラム（講演会）や子育て講座などの事業を開催する。

(2)男女共同参画推進のための講座　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　家庭や地域での男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する
身近なテーマについて学ぶ講座を開催する。

(3)男性の家庭生活向上講座　　　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　男性の家庭生活への参画を促すため、家事シェアと料理や掃除など家
事の実践を学ぶ講座を開催する。

(4)子どもを対象とした男女共同参画推進事業　　　　　　　〔継続〕
　子どもの頃からの男女共同参画の理解促進と将来を見通した自己形成
推進のため、小中学校等において、男女共同参画をテーマとした講座を
実施する。

(5)男女共同参画実践モデル事業　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　区・自治会や市内事業所が男女共同参画の推進を目的として開催する
セミナーに、講師を派遣する。

(6)女性に対する暴力をなくす運動週間事業　　　　　　　　〔継続〕
　11月に田辺警察署と共催で、女性に対する暴力防止を呼びかける街頭
啓発や意識啓発のための講演会などを実施する。

(7)デートＤＶ防止啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　若い世代を対象に、自分も相手も大切にする意識を醸成し交際相手か
らの暴力防止につなげるため、デートＤＶ防止啓発カードを作成、配
布・配架し、高校生や大学生を対象とした啓発事業を行う。

事業内容

予算額 1,839 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 男女共同参画推進事業



○　目的

○　事業概要

担当所属名 市民部　人権啓発推進課 直通電話番号 64 － 1336

　男女共同参画を推進するための拠点施設として、情報ライブラリー、
交流スペース、女性のための相談室を備えた女性交流支援ルームを運営
する。

(1)女性交流支援ルーム「就業支援」講座　　　　　　　　　〔継続〕
　社会情勢を反映させる中で女性の様々な働き方を支援する就業支援講
座を企画、開催する。（２回）

(2)女性交流支援ルーム「ポケット」講座　　　　　　　　　〔継続〕
　女性交流支援ルームの事業の周知や男女共同参画社会に関する認識・
理解を深めるために、男女共同参画の視点に立った啓発や情報発信をす
る講座（ポケットサロン）を企画、開催する。（４回）

(3)女性の相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　女性が生きていく中での様々な悩みを聴き、ともに考え、次の一歩を
踏み出すための支援をしていく。
　・女性交流支援ルーム職員による一般相談（電話・面接）
　・フェミニストカウンセラーによる専門相談（面接：要予約）
　※定期・時間外・出張・臨時相談を合わせて月３回、相談の機会を確
　保する。１人５０分×３枠分
　・女性弁護士による法律相談（面接：要予約）
　月１回　１人３０分×３枠分

(4)女性交流支援ルーム運営事業　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　施設賃借料、職員用駐車場代、光熱水費、通信運搬費、コピー機・印
刷機リース料、店舗総合保険等

(5)情報ライブラリー充実事業　　　　　　　　　　　　　　〔継続〕
　図書、ＤＶＤの購入により情報提供の充実を図る。

(6)情報ボックス等利用団体との協催事業　　　　　　　　　〔継続〕
　男女共同参画社会社会の実現をめざして情報ボックス等利用団体との
協働による事業を行う。

(7)男女共同参画を推進する団体の育成支援　　　　　　　　〔継続〕
　交流会に加えて団体を活性化するための講座を開催する。

事業内容

予算額 6,449 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 女性交流支援ルーム運営事業



○　目的・概要

○　事業概要

担当所属名 市民部　人権啓発推進課 直通電話番号 64 － 1336

　本市では、平成26年度に公益社団法人京都犯罪被害者支援センター
（以下、センター）と協定書を締結し、犯罪被害に遭って体や心を傷つ
けられたり、大切な方を失ったりして苦しんでいる方への支援につい
て、連携して取り組みを進めている。
　その一環として、同センターが実施する市民向け講演会への後援を通
じて、犯罪被害者支援への取組みを進めるとともに、賛助会員として同
センターへの参画を引き続き進める。
　また、不要・廃棄する書籍をセンターへ寄付し、その売却代金を支援
活動に活用する「ホンデリング事業」を実施する。

【府民・市民向けの講演会への参画（ゼロ予算）】
　センターが実施する講演会への運営に協力し、犯罪被害者支援の取組
について広く広報啓発を行っていく。（共催・後援）

【ホンデリング事業（ゼロ予算）】
　不要になった書籍をリサイクル業者を通じ寄付。売却相当額をリサイ
クル業者がセンターに寄付され、センターの活動に役立たれます。様々
なイベントで不要になった書籍の回収を進める。

【公益財団法人京都府犯罪被害者支援センターの賛助会員】
　賛助会員として参画し、京都府犯罪被害者支援センターとの連携を進
める。

事業内容

予算額
60

（一部ゼロ予算）
千円 新規・拡充

継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 犯罪被害者支援啓発事業
（ホンデリング事業・その他）

リサイクル
業者



○　目的・概要

過去の人権問題研修会の様子

担当所属名 市民部　人権啓発推進課 直通電話番号 64 － 1336

事業内容

　差別のない明るい社会をつくるため、同和問題（部落差別）、女性、
子ども、高齢者、障がいのある人、外国人等の様々な人権問題につい
て、市民一人ひとりの課題として認識し理解を深め、それぞれが何をな
すべきか研修することを目的とする。

　近年の社会情勢の変化等に伴い、インターネットによる人権侵害や、
ユニバーサルデザイン、グリーフケアをはじめ、性的少数者など注目度
の高い内容なども取り上げるほか、人権問題に造詣の深い学識経験者
や、経験者、当事者など、実体験に基づく話をして頂ける方に講師とし
て登壇していただくなど、人権問題をより身近に感じていただけるよう
企画する。

　なお、本研修会は職員研修の一環としても実施しており、市民と職員
が共に学ぶ貴重な機会となっている。

予算額 180 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 人権問題研修会開催事業



○　目的

○　事業概要

担当所属名
市民部

人権啓発推進課
三山木福祉会館

直通電話番号 62 － 0571

　三山木福祉会館において各種講座、教室等を開催し、地域住民相
互の交流促進を図る。

介護講座・・・・・・・・・・・　３回
高齢者料理教室・・・・・・・・　３回
料理教室・・・・・・・・・・・１２回
フラダンス教室・・・・・・・・４８回
高齢者向けパソコン教室・・・・　７回
フラワーアレンジメント教室・・１０回
男の料理教室・・・・・・・・・１０回
ヨガ教室・・・・・・・・・・・２４回
高齢者向けヨガ教室・・・・・・２４回
健康体操教室・・・・・・・・・２４回

事業内容

予算額 2,293 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 三山木福祉会館各種講座等開催事業



○　目的

○　事業概要

開催日：令和４年１１月上旬（予定）

担当所属名 市民部　文化・スポーツ振興課 直通電話番号 64 － 1300

　コロナ禍により、希薄化する市民の「つながり」を取り戻し、市民
協働のもと、本市の魅力を実感し、まちへの愛着と誇りといったアイ
デンティティを育むため、これまでの文化祭と産業祭の伝統と功績を
引き継ぎ、「京田辺市民まつり」を開催する。

　「つながる 楽しむ 誇れる 京田辺」をコンセプトに全市をあげて
のイベントとするため、市内の複数の会場で開催するとともに、市民
によるステージ発表や模擬店など、誰もが参加し楽しむことができる
イベントとして開催する。
　市民と市が協働する実行委員会を組織し、その中で内容を決めてい
き事業を実施する。将来的には、多くの市民団体の参加を受入れ、全
市を挙げた「祭り」に成長させていく。行政においても、垣根を越え
て広く参加を呼びかけ、全庁的な体制を構築していく。事業内容

予算額 15,418 千円 新規・拡充
継続の別 拡充

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 京田辺市民まつり開催事業



○　目的

○　事業概要

担当所属名 市民部　文化・スポーツ振興課 直通電話番号 63 － 1302

　施設の老朽化が進む野外活動センターについて、利用者等のニーズ調
査結果をふまえた基本方針に基づき、施設改修及び運営方法に係る民間
活力の導入を検討するため、民間サウンディング調査を実施する。

　野外活動センター運営に係るサウンディング調査　3,630千円
　
　・民間事業者との意見交換等を通して、運営に対して様々なアイデア
や意見を把握する調査を実施

事業内容

予算額 3,630 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和４年度　当初予算主な事業

事業名 野外活動センター運営に係る民間活力検討事業


